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特別職とは・・・
区長、副区長、教育長、議員、

教育委員、監査委員、選挙管理委員

（地方公務員法第３条第３項１号）

・選挙や議会の同意により就任

・一定期間に限って任用

特別職の報酬等の額を変更する場合には、

この審議会の意見を聞かなければならない。

一般職とは・・・
※特別職以外

（地方公務員法第３条第２項）

・能力試験に基づき任用

・（原則として）身分保障

一般職の給料・手当等の変更は、

特別区人事委員会勧告などにより決定される。

1 特別職 報酬等 審議会

⇒ “特別職” とは？
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2 特別職 報酬等 審議会
⇒ “報酬等” とは？

◎常勤職員 ⇒ 給料（地方自治法第２０４条）

（区長・副区長・教育長・常勤監査委員）

※（参考）給料：労働者等に対して、その雇い主が支払う報酬

・非常勤職員 ⇒ 報酬（地方自治法第２０３条の２）

（教育委員、選挙管理委員、非常勤の監査委員、附属機関の構成員等）

※（参考）労働の対価として給付される金銭等

◎議員 ⇒ 議員報酬
（地方自治法第２０３条）
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３ 新宿区特別職報酬等審議会
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【特別職報酬等審議会の設置目的等】
特別職の報酬等を公正な立場から客観的に判断していただくため、
その額の決定について意見を聞く機関として設置

⇒ 新宿区特別職報酬等審議会 昭和３９年度に設置

【現在の委員の構成】
１０名
・各種団体の代表者（町会連合会、商店会連合会など）
・学識経験者
・元区議会議員
・公募委員



4 “特別区人事委員会勧告”
とは？

国家公務員の場合

人 事 院

内閣国会 法案提出

（勧告の取扱い決定）（給与法等の改正）

特別区の場合

特別区人事委員会

各区長各区議会 条例案提出

（給与条例等の改正） （勧告の取扱い決定）

勧 告

・50人以上の規模の事業所を
対象に給与実態調査の実施

・国家公務員の給与改定も参考
にしながら

勧 告

・50人以上の規模の事業所を
対象に給与実態調査の実施

※給与：労働者等に対して雇い主が支払う給料に加え、期末手当・扶養手当等の諸手当等を加えた総称
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5 一般職の給与決定のしくみ

※企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の事業所と比較

特別区職員
給与

民間従業員
給与比 較

特別区人事委員会

社会情勢に適応した水準を
各区長・各区議会に対して勧告

各区議会 各区長条例案提出

議
決

国家公務員
給与

物価・
標準生計費

給与条例等改正

参 考 考 慮

【参考】特別職の給与は？

一方、特別職の給与は、人事
委員会勧告によって決定される
ものでは、ありません。

各区の報酬等審議会の審議を
踏まえた上で、適正な額を決定
します。
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 いわゆる“ボーナス”と呼ばれるものは、

次の2種類に分かれます。

①期末手当；民間における賞与等の一律

支給分に相当

②勤勉手当；各職員の勤務実績に応じて

支給される能力・実績給

6 いわゆる“ボーナス”とは？
期末手当と勤勉手当の違い
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